
 

令和４年７月２２日 

土庄町告示第９４号 

 

土庄町公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及び燃料価格高騰による影響を受けている

町内の公共交通事業者に対し、予算の範囲内において、土庄町公共交通事業者燃料価格高

騰対策支援金（以下「支援金」という。）を支給することについて、必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 航路事業者 海上運送法（昭和２６年法律第１８７号）第２条第５項に規定する

一般旅客定期航路事業を行う者であって、町内に航路の起点、寄港地又は終点を有し、

町民の生活のため定期的に運航するものをいう。ただし、地域公共交通確保維持改善事

業費補助金交付要綱（平成２３年３月３０日国総計第９７号、国鉄財第３６８号、国鉄

業第１０２号、国自旅第２４０号、国海内第１４９号、国空環第１０３号）に基づく離

島航路運営費等補助金の給付対象事業者を除く。 

（２） フェリー 海上運送法第２条第１０項に規定する自動車航送を行う船舶をいう。 

（３） 旅客船 海上運送法第２条第４項に規定する１３人以上の旅客定員を有する船舶

をいう。ただし、前号に掲げる船舶を除く。 

（４） タクシー事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号ハに規

定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者であって、町内に営業所（個人事業者にあ

っては、住所）を有するものをいう。ただし、福祉輸送事業限定事業者を除く。 

（交付対象者） 

第３条 支援金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する航路事業者又はタクシー事

業者とする。 

（１） 令和４年４月の１月間において、町民の生活及び経済活動の維持のために事業を

行った事業者 

（２） その他町長が必要と認める事業者 

（支援金の額） 



 

第４条 支援金の交付額は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

（１） 航路事業者 令和４年４月の１月間において一般旅客定期航路事業の用に供した

船舶（検査等の実施により使用した予備船舶を除く。）の数に次に定める額を乗じて

得た額 

ア フェリー １隻当たり１００万円 

イ 旅客船（２０トン以上） １隻当たり５０万円 

ウ 旅客船（２０トン未満） １隻当たり２０万円 

（２） タクシー事業者 令和４年４月の１月間において一般乗用旅客自動車運送事業の

用に供した車両（検査等の実施により使用した予備車両を除く。）の数に５万円を乗じ

て得た額 

（交付申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、土庄町公共交通

事業者燃料価格高騰対策支援金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる関係書類を添えて

町長に申請しなければならない。 

（１） 事業の許可を受けたことを証する書類の写し 

 （２） 航路事業者にあっては、対象船舶の船舶検査証書の写し及び業務記録等の事業の

用に供したことが確認できる書類の写し 

（３） タクシー事業者にあっては、対象車両の管理台帳、自動車検査証の写し及び業務

記録等の事業の用に供したことが確認できる書類の写し 

（４） その他町長が必要と認める書類 

 （支援金の交付の決定及び通知） 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支援

金の交付の可否を決定する。 

２ 町長は、前項の規定により支援金の交付の可否を決定した場合は、土庄町公共交通事業

者燃料価格高騰対策支援金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により申請者に通知

するものとする。 

 （支援金の請求） 

第７条 前条の規定により支援金の交付の決定を受けた者は、町長に支援金の交付を請求す

ることができる。 

２ 町長は、前項の規定により請求を受けた場合は速やかに交付を行うものとする。 



 

 （支援金の返還） 

第８条 支援金の交付後、支援金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により支援金の

交付を受けたと認められた場合、申請者は町長の請求に応じ、支援金の一部又は全部を返

還しなければならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、公表の日から施行する。 



 

様式第１号（第５条関係） 

 

年  月  日 

 

土庄町長 殿 

申請者  所 在 地                  

       名 称             ㊞ 

代表者名               

     電話番号 

 

土庄町公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付申請書 

 

土庄町公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金の交付を受けたいので次のとおり申請しま

す。 

事業者の区分 
□ 航路事業者 

□ タクシー事業者 

対象となる船舶数 

または車両数 

□ フェリー        （     ）隻 

□ 旅客船（20トン以上）  （     ）隻 

□ 旅客船（20トン未満）  （     ）隻 

□ タクシー        （     ）台 

申請額  円 

備考  

 【添付書類】 

① 事業の許可を受けたことを証する書類の写し 

② 航路事業者にあっては、対象船舶の船舶検査証書の写し及び業務記録等の事業の用

に供したことが確認できる書類の写し 

③ タクシー事業者にあっては、対象車両の管理台帳、自動車検査証の写し及び業務記

録等の事業の用に供したことが確認できる書類の写し 

④ その他町長が必要と認める書類 

 



 

様式第２号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

       様 

 

土庄町長        印 

 

 

土庄町公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付（不交付）決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった土庄町公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金に

ついては、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

決定内容 
 

 

対象となる船舶数 

又は車両数 

 

 

支援金の交付額 円 

不交付・減額の理由 

 

 

 

 

 


